
彩の国エコアップ宣言
‐環境負荷低減計画‐

１　事業活動の概要

（１）事業者名及び代表者名

フリガナ

会社（事業所）名称

代表者名

（２）所在地

住所

（３）環境負荷低減主任者及びその連絡先

環境負荷低減主任者

連絡先 TEL

FAX

（４）事業の内容

※日本標準産業分類（細分類）
名
称

番
号

0 6 1 1

（５）事業の規模

・資本金（全社） 9,900

・売上高 210,565

・主な商品

・従業員数 59 人

・延べ床面積 623 m2

（６）その他

・前年度の燃料等使用量の原油換算合計量 87 kℓ

・大規模小売店舗の場合　 店舗面積 m2

２　環境方針

埼玉県川口市大字道合305

平成　21年　4月　9日

シマダケンセツコウギョウカブシキカイシャ

島田建設工業株式会社

代表取締役社長　　島田松夫

〒335-0835

　2.事業活動に於ける環境への影響に配慮し、技術的・経済的に可能な範囲で環境目的・目標

吉崎　悟

048-285-1891

048-283-7871

建設業

万円

万円

島田建設工業㈱は、建設業界の一員としてより良い構造物を建設し、事業活動を通じて

自然と人との調和に努め、環境負荷の低減を図り、将来に向かって継続的保全活動を積極的

に推進する。

　1.環境保全活動を推進するために、島田建設工業㈱が構築した環境マネジメントシステムに

　　基づき運用・維持する。

　　を定めて運用し、定期的に点検・見直しを行い継続的改善を図る。

　3.環境に関わる法規制及び協定等を遵守すると伴に、業界の規範を尊重し、地域社会の

　　 コミュニケーションを図る。

　4.事業活動において環境に与える影響を認識し、環境負荷の低減を図り、汚染の予防に努める。

　5.環境教育活動を推進し、全従業員及び利害関係者の意識の向上を図る。

　6.この環境方針は全従業員及び当社のために働く全ての人に周知し、必要に応じて一般の人も

　　入手できるようにする。



３　環境負荷の現状

（１）環境保全の取組のチェック（『取組チェック』）の結果

（２）環境への負荷のチェック（『負荷チェック』）の結果

①必須項目

②その他の項目（任意）

※廃棄物処分量は、廃棄物等発生量から減量化量と再資源化量を差し引いた値を記入してください。

※廃棄物処分量について「自己排出分」と「受託処理分」がある場合は、両者の合計値を記入してください。




４　環境への負荷の低減目標

189.50 ｔ

187.00 t

182.00 t

147,684 kwh

141,684 kwh

137,684 kwh

48,437

36,437

34,437

５　具体的な取組の内容

６　公表の方法

・場　　所

・時　　間

・連絡先

　　　　　長期目標平成２５年度       （平成２０年度-6.7％）

(1)ＣＯ2総排出量を平成２１年度は平成２０年度より1％以上削減する。

平成２０年度       （基準値）

平成２１年度       （平成２０年度-1.3％）

　　　　　長期目標平成２５年度       （平成２０年度-4％）

（2）　延床面積当たりの電気使用量を２１年度は平成２0年度より、2％以上削減する。

平成２０年度       （基準値）

平成２１年度       （平成２０年度-4％）

（2）　延床面積当たりのガソリン使用量を２１年度は平成２0年度より、2％以上削減する。

平成２０年度 Ｋℓ （基準値）

平成２１年度 Ｋℓ （平成２０年度-24.7％）

　　　　　長期目標平成２５年度 Ｋℓ （平成２０年度-28.9％）

（1）電気使用量の削減

　　　・エアコンの設定温度を冷房時２８℃、暖房時２０℃とする。

　　　・夏期の事務所内は、ノーネクタイ等の軽装に努める。

　　　・各フロアーに節電、消灯を推進する掲示物を掲示し、共有部分

　　　　（玄関・廊下・会議室・トイレ等）の照明は、支障のない限りこまめに消灯する。

　　　・電気設備・機器の新規設置や交換が生じた場合は、省エネタイプのものとする。

　　　・毎週水曜日をノー残業ディとする。

　　　・OA機器を使用しない時（休息時間・外出時等）は、スイッチを切る。

　　　・社内LANを活用し、紙面での回覧を避ける。

（2）ガソリン使用量の削減

　　　・社有車の燃費を測定し燃費の向上に努める。

　　　・運転日誌を提出する。

　　　・不必要な荷物は整理する。

　　　・アイドリングストップを励行する。

　　　・法定速度での経済走行を励行する。

　　　・急発進・急加速の禁止に努める。

（3）コピー用紙の使用量削減

　　　・社内書類は両面コピー、裏紙の使用を原則とする。

　　　・裏紙使用で再利用できる用紙は、所定の場所に保管し活用する。

住所　　埼玉県川口市道合305

TEL  048-285-1891    (工事部　資材課）

島田建設工業㈱　　本社1F受付カウンターにて閲覧できます。

また、当社ホームページでも閲覧できます。

http://www.shimada -kk.com 

9：00　～　17：00　（休日を除く）




